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社会福祉士

介護福祉士

保育士 等

を想定

○派遣のイメージ図

一般避難所等

派遣チーム
（４～６名程度）

派遣

協力法人
（登録メンバー）

チームリーダー
（圏域内の調整）

１週間程度(移動を含む)，サービス提供 → 後続チームへ引継ぎ

県 ③チーム編成

（注）チーム編成

発災直後は，サービス提供のみならず，

ニーズ把握や福祉的トリアージも必要に

なることから，研修等を受けた者で優先的

に編成する。

※ 一定期間経過すると，避難者も，日

中は自宅の片付け等で避難所を不在

にする者が増え，ニーズも、食事、トイ

レ介助などの日常生活上の支援が中

心になると思われる。

職員派遣

大規模災害の発生
（避難所の開設）市町村からの派遣要請

（連絡・調整）

④派遣要請

②回答

※派遣時期は、概ね発生後１ヶ月以内

①照会
（対応の
可否確認）
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１ 県地域振興局・支庁の７圏域ごとに，登録いただいチーム員をグループ化する（最終的な目
標は，各圏域で２チーム体制）。
また，チームリーダー（中核的な役割を担う者）を選出しておく。

※ チームリーダーには，令和元年度に国が主催する「チームリーダー研修会」を受講してもらう。

２ 県内で大規模災害が発生し，被災市町村から災害派遣福祉チームの派遣要請が見込まれ
る場合，県は事前に，被災圏域以外の協力法人の連絡責任者やチームリーダー等に照会し，
チーム員の派遣が可能か確認，派遣するチームの編成を行っておく。

３ 被災市町村等からの正式要請を受けて，協力法人及びチームリーダー等に派遣要請する。

４ 派遣するチーム員の属する団体へも，連絡する。

○チーム編成のイメージ図

県でチーム編成をする時間もなく，市町村等から災害派遣福祉チームの派遣要請があっ

た場合や，国や他都道府県(※)からの派遣要請に対しては，大規模法人にチーム派遣を

要請する。

※ 「九州・山口９県災害時応援協定」等に基づき，応援要請

があった場合など

（その他） 大規模法人で１チームの編成が可能な場合


